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エレベーター利用避難に関する国内外の事例の調査研究

〇令和4年度は、火災時に車椅子使用者、高齢者等の階段避難困難者の安全な垂直移動手段である、例えば非常用と同
等以上仕様のエレベーターを利用した避難の実現を目指し、実現に必要な海外及び国内のにおける情報の収集を目標とした。

フェーズ１
基礎研究

今後の展開

〇令和5年度は再度フェーズ１とし、実現時に必要な、エレベーター利用避難時の避難者の誘導制御、エレベーターの運転制御、
階段避難困難者が参画した避難訓練等を検討することとしている。

〇エレベーター利用避難に関して、国内は政令市、都道府県庁所在地の消防、建築行政、建築関連団体、不動産関係団体、
エレベーター関係団体、医療障がい者団体のアンケート調査（123件）、先行的に避難用エレベーターした大型大平面積商
業施設等の事例の設計者、建物管理者への聞き取り調査（8件）で実用可能性を調査、海外は避難用エレベーターが稼
働している北米、欧州、東南アジア、オセアニアの13か国（27件）における避難用エレベーター法令、規格等の調査、 及び
過去の火災事例（5件）調査し、報告書にまとめた。

図１ エレベーター利用避難のイメージ

図２ 法令等の規定が必要か？

図３ 規定化で期待する項目
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内
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表１ 避難用エレベーター利用対象者

表２ 避難用エレベーターに乗込む階の優先順位



【当初の目標】

ユニバーサルデザイン、SDGｓ No.11「住み続けられるまちづくりを」の観点から車椅子利用者、
高齢者等の階段避難困難者が外出しやすい社会の実現は喫緊の課題である。

短期目標：火災時に階段避難困難者が非常用と同等以上のエレベーターを利用して消防隊
到着後も安全に避難できることを実現する。

最終目標：火災時に避難階段とエレベーターとを併用して、全ての人が迅速、かつ、安全な避
難を実現する。

【研究開発の成果】
(1)国内調査
1)アンケート調査（123件）；都道府県庁所在地等の消防、建築行政、建築関連団体、
不動産関係団体、エレベーター団体、医療、障がい者団体等
①消防；建物停電、エレベーター停止、主電源遮断
②共通；火災時エレベーター利用、法整備の必要性、海外の法整備、普及の方策

2)聞き取り調査(8件)；避難用エレベーター先行事例の大型大平面積商業施設等の事例の
設計者、建物管理者に ①アンケート調査内容、②建物の特徴

(2)海外アンケート調査(13か国、27件)：北米、欧州、東南アジア、オセアニアのエレベーター
会社関係者

1)エレベーター関係；①避難用エレベーター法令、基準、規格等、②対象者、対象階、優先
順位、③仕様、構造、④運転方法、⑤情報伝達等

2)建築、消防関係;設置要求ありの建物用途、避難経路、中間避難階、必要消防設備等

(3)過去の火災事例調査：海外及び国内の大規模火災事例（5件）
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【当初の目標時における課題】
国内、海外の調査に基づき、次を整理する。
1)避難の優先順位； 出火階及び出火階直上階等、階段避難困難者優先
2)エレベーター運転方法、停止条件： 避難時利用の管制運転等
3)避難者への情報提供：廊下、乗場ロビー等で運転状況等を音声案内、情報パネルの文字
表示

4)建築的な要件； 避難階段の配置
5)建築的火災安全対策； 避難計画、廊下、昇降路、乗場ロビー
6)エレベーター乗場ロビーの要件；面積

【目標の達成度合と課題の解決状況】
国内、海外のエレベーター利用避難に関して、目標を達成した。

国内； 政令市、都道府県庁所在地の消防、建築行政、建築関連団体、不動産関係団体、
エレベーター関係団体、医療障がい者団体のアンケート調査（123件）、先行的に避難用エ
レベーターした大型大平面積商業施設等の事例の設計者、建物管理者への聞き取り調査
（8件）で実用可能性を調査を完了した。

海外; 避難用エレベーターが稼働している北米、欧州、東南アジア、オセアニアの13か国（27
件）における避難用エレベーター法令、規格等の調査は、目標以上のを達成した。

過去の火災事例； 文献にて、国内及び海外でエレベーター利用避難で被災した事例、助
かった事例を5件、調査を完了した。

調査結果について、次ページから説明する。
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【目標の達成度合と課題の解決状況】

国内調査結果
消防行政関係者へのアンケート調査の主な項目

停電、主電源遮断
エレベーターへの電源が停電、主電源遮断は、次の結果であった。
(1)質問「乗用エレベーターが設置されている建築物の火災時に、火災の影響（火、煙、消火
水等）の影響で乗用エレベーターが停止したことがありましたか？」

➡ 建物全体の停電はあるが、稀とも考えられる。

(2)質問「消防活動時に乗用エレベーターの停止、主電源の遮断を行なったことがあるか？」
➡ 二次災害の防止、安全管理上遮断することは考えられるが、原則主電源は遮断しないよう
である。
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いいえはい

はい いいえ

感電等二次被害防止

その他

安全上必要な場合

図４ 乗用エレベーターの停止があったか？

図５ 乗用エレベーターの電源遮断したか？

図６ 「はい」の理由



【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

東京消防庁の指導基準の認知度
(1)東京消防庁の指導基準に関する認知度

(2)質問 「（エレベーター利用避難に関する基準を持たない消防本部に対して）自消防本部
単独でエレベーター利用避難に関する基準を定めたいか？」

「いいえ」の理由 ; 最低限の基準は国等から発出がないと、自消防本部単独での基準策定
には至らない。

全国に向けた公的な文書、通知等の、「火災時のエレベーター利用避難」に関する指導のより
どころとなるものが発出されれば、各消防本部での指導を後押しするものと期待される。
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把握している 把握していない

はい いいえ

図６ 指導基準の認知度

図７ 自消防本部で基準を定めたいか？

図８ 「はい」の理由



【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

消防行政関係者、建築行政関係者、不動産会社、医療及び障がい者関係者へのアンケート
調査

エレベーター利用避難の法令等が必要か？

法制度化は法令という厳密な形式にはとらわれることなく、関係者が「よりどころ」として引用でき
る公的な通知、文書のような形が期待されているものと推察される。

エレベーター利用避難普及の方策

消防行政

建築行政

不動産会社
（ビル管理会社含む）
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法整備
マニュアル等整備
避難用エレベーター開発

その他

回答数

法整備
マニュアル等整備

避難用エレベーター開発
その他

法整備
マニュアル等整備

避難用エレベーター開発

その他

図９ エレベーター利用避難の法令等が必要か？

図１０ エレベーター利用避難の普及の方策

不動産 はい

消防 いいえ

建築行政 どちらでもないはい

はい
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

エレベーター利用避難の規定化に期待する項目

補助金等では、例えば、国レベルで、先導事業のような枠組みを設定し、エレベーターの安全技
術の向上、事例としての発信、知見の蓄積を促進すること等が期待される。

図１１ 建築行政
エレベーター利用避難の規定化に期待する項目

図１２ 不動産会社
エレベーター利用避難の規定化に期待する項目



【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

建物管理者、建築設計者への聞き取り調査
聞き取り調査先
1)エレベーター利用避難を目的に建築基準法旧第38条認定取得し、非常用エレベーター設置した病院
2) 東京消防庁の指導基準に基づいた避難誘導用エレベーター設置の事務所用途高層建築物
3) 避難に利用する乗用エレベーター及び屋外避難スロープが設置された低層の障がい者施設
4) エレベーター利用避難を目的とした乗用エレベーター設置の、大規模大平面積低層商業施設
5) 新宿副都心にある事務所用途高層建築物
6) 中間避難階を設置した高層集合住宅

エレベーター利用避難の対象者
1)「階段避難困難者」の想定； 建物用途、利用者の特性を考慮要
＜参考例＞
事務所 ； 車椅子使用者、高齢者等
商業施設；車椅子使用者、高齢者等に加え、

妊婦の方、乳幼児連れの方、ベビーカー使用者

2)駅等の「エレベーターでしか移動できない方」; 改正バリアフリー法

エレベーター
(1) 供給電源の二重化
大規模建物は種々の災害時の機能維持のために、エレベーター用商用電源を二重化事例あり
エレベーターへの供給電源の二重化
1) 商用電源二重化、
2) 商用電源と予備電源（又は非常用電源）との二重化等；

中小規模建物でも可能な対策 ただし、予備電源の容量の検討が必要
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図13 国土交通省ポスター



【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

エレベーター ＜続き＞

(2) 火災時呼び戻し運転
現在； 火災感知後に、建物内の全てのエレベーターを一斉に呼び戻し運転する

調査結果； 次の事例があった
１）高層化初期に建設された高層建物では、在館者を早く避難させるために、現在の呼び

戻し運転のように画一的でなく、より幅広く検討されていた
低層階、中層階、高層階バンクがあり、低層階で出火し、感知後すぐの段階では、

低層階バンクだけ ； 一斉呼び戻し運転
中層階及び高層階バンク； 平常運転継続

２）低層階平面績大商業施設では、
出火区画とその隣接区画； 一斉呼び戻し運転
その他の区画 ； 平常運転継続

避難訓練
現行； 階段避難可能者だけ又は主体にして実施が多い

階段避難困難者が参加した避難訓練は、今回の調査では1事例だけ
一方で、今回の聞き取り調査を受けて今後実施を検討したいとの意見もあった

今後； エレベーター利用避難の普及のために、階段避難困難者が参画した避難訓練実施を
建物所有者、管理者等に周知する必要あり
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

海外調査結果
調査結果を東京消防庁の「避難誘導用エレベーター」との比較で示す。

エレベーター利用避難の対象者

避難誘導用エレベーター； 階段避難困難者が対象
海外； 階段避難困難者に限らず、階段避難可能者を含め建物利用者全員を対象が多い
シンガポール；階段避難困難者だけが対象であったが、2019年に階段避難可能者も含めた

表３ 対象者 [報告書表3.15]

避難用エレベーターの設置が必要な建物

避難誘導用エレベーター； 申請し、指導基準の検査に合格した建物
海外； 表４ 設置が必要な建物要件 [報告書表3.40]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

避難用エレベーター運転者

避難誘導用エレベーター； 消防隊、自衛消防隊の専従運転者
海外； 表５ 避難用エレベーター運転者 [報告書表3.31]

避難者が乗込む階

避難誘導用エレベーター； 原則、出火階と直上階とを優先
海外； 出火直上階だけでなく、直下階及び直上階より上の階も含めている

対象者に階段避難可能者を含め、エレベーター利用避難の対象範囲が広い
表６ 避難者乗込み対象階 [報告書表3.17]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

エレベーター利用可能時間

避難誘導用エレベーター； 火災感知後、自衛消防隊等が運転開始した時

海外； 表７ 避難運転の開始時期 [報告書表3.28]

避難運転の終了時期

避難誘導用エレベーター； 原則、消防隊が到着するまで、火災通報から約10分間程度
消防隊到着後、消防隊の指示なければ、自衛消防隊は運転できない

海外； 安全と判断されたときは全ての避難者の避難完了時点まで継続的にエレベーターの
運転が可能

表８ 避難運転の終了時期 [報告書表3.29]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

乗場の戸の性能
避難誘導用エレベーター； 非常用エレベーターと同様（乗場の戸に遮煙性能の要求なし）
海外； 表９ 乗場の戸の性能 [報告書表3.22]

予備電源
避難誘導用エレベーター； 全非常用エレベーターが全負荷上昇運転で1時間以上連続運転

可能
海外； 表１０ 予備電源 [報告書表3.26]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

運転制御システム
避難誘導用エレベーター； 消防隊、自衛消防隊の専従運転者の判断
海外； 表１１ 運転制御システム [報告書表3.27]

避難階までの停止階
避難誘導用エレベーター； 消防隊、自衛消防隊の専従運転者の判断
海外； 表１２ 避難階までの停止階 [報告書表3.30]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

ディスプレイの設置

避難誘導用エレベーター； なし
海外； 海外の多くの国ではディスプレイで情報発信する。
エレベーター乗場のディスプレイは、待ち時間における避難誘導、混乱の防止などが目的と推察

設置場所は、次表のように、エレベーター乗場、かご内である。

表１３ ディスプレイの設置 [報告書表3.32]

ディスプレイの表示内容； 具体的内容は、次ページのとおり

表示内容； 火災状況、避難用エレベーター運行状況、避難階段への誘導、かごの到着予想
時間など
避難用エレベーターの運行状況表示の国が多い
火災監視盤の信号で表示内容を変更する国もある。
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注：エレベーターロビー ; エレベーター乗場、エレベーターホールのこと



【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

ディスプレイの表示内容
避難誘導用エレベーター； なし
海外； 表１４ ディスプレイの表示内容 [報告書表3.33]
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【目標の達成度合と課題の解決状況】 ＜続き＞

過去の火災事例調査

戦後の主な国内の建物火災は、下表のとおり
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表１５ 戦後の主な国内の建物火災（主に死者10名以上）

エレベーター関連で死者が
出た事例

118名と死者が多く出たが、
エレベーターで避難できた事
例



【目標の達成度合と課題の解決状況】

過去の火災事例調査から得られた主な知見

建物において昇降路及びエレベーターホール（乗場）に煙が侵入しない構造が極めて重要

エレベーターホールの安全性
1963年の西武百貨店火災
➡ エレベーターが出火階に着床した時に濃煙がかご内に侵入した

昇降路の安全性
1972年の千日デパート火災、1980年のＭＧＭグランドホテル火災
➡ 昇降路の防火区画、遮煙性能が厳しく求められる以前の建物では、昇降路を介して下層
階で発生した濃煙が上層階に到達し、昇降路の防火区画、遮煙性能が厳しく求められる以
前の建物では、昇降路を介して下層階で発生した濃煙が上層階に到達した

これらから、

エレベーター利用避難を考えるうえでは、かごが他階から出火階に停止すること、避難者が出火
階のエレベーターホールで待機する時の危険性を軽減するため、次が望ましい。

1) エレベーターホールを防火区画して、排煙設備を設置すること
2) 煙感知器などでエレベーターホールが安全な状態であること
3) エレベーターの乗場の戸に遮煙性能を具備すること
◎現在の建築基準法令； 昇降路の周壁及び乗場の戸には遮炎性能、遮煙性能が必要で
ある
➡ 近年の建物は過去の事例のように昇降路が濃煙の通り道になる危険性は小さくなった
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【目標の達成度合と課題の解決状況】

過去の火災事例調査から得られた主な知見 ＜続き＞

エレベーター利用避難の安全な運用

広島基町高層住宅の火災

出火したコアのエレベーターのうち1台が通常運転していたこと
もあり（もう1台は非常用エレベーターであり消防により利用さ
れた）、エレベーターで避難した人が多数存在している。

他の建物における火災事例でもエレベーターで避難した事例が
散見される。

1) エレベーターホールが屋外に面している高層住宅では、煙がエレベーターホール、昇降路に侵
入する危険性は極めて低い。

2) 外気解放されたエレベーターホールを有する中高層規模の建物等においては、現実的には
エレベーター利用避難ができる場合も多いとみられる。

今後
センサー等を設置して火災状況を自動判別し、エレベーターホールのサイネージで情報を提示し
ながら、エレベーター利用避難を可能とする方法など、具体的な対策を明確化、具体化していく
必要がある。
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延焼範囲

図１４ 広島基町高層住宅



図〇 エレベーター利用避難実現に向けて
検討すべき観点の整理 [報告書図5.1]

【研究終了時点で、課題解決に至らなかった理由】
特になし

【今回の研究成果について、今後の展開】

１．令和5年度

令和4年度 フェーズ1の避難用エレベーターの実態、法令及び規格等の整備状況、国内外の
ニーズ、事例収集を踏まえ、令和5年度には再度フェーズ1として避難用エレベーターの扱い、避
難させる時の優先順位、避難制御等の考え方の妥当性及び検証方法等の課題の妥当性検討
をする。

このエレベーター利用避難の実現のため観点を図１５に示す。
観点は、次の3つのカテゴリーに整理した。

① エレベーター利用避難の前提条件
（建物仕様、条件、建物全体の避難計画）

② 避難用エレベーターの要件
（規格、運転制御）

③ エレベーター利用避難の方法（計画）及び訓練

エレベーター利用避難の実現

エレベーター利用
避難の実現

① エレベーター利用
避難の前提条件

（建物の仕様や条件、
建物全体の避難計画）

【所与の条件】

➁ 避難用エレベーターの
要件（規格、運転制御）

【手段】

③ エレベーター利用
避難の方法、訓練

【実施】
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図１５ エレベーター利用避難実現に向けて
検討すべき観点の整理 [報告書 図5.1]



【今回の研究成果について、今後の展開】 ＜続き＞

① エレベーター利用避難の前提条件
エレベーター利用避難の前提条件として考慮すべき観点は、次のような項目が挙げられる。次項
で述べる避難用エレベーターの要件、エレベーター利用避難の方法を具体化するための前提とな
る建物の仕様、条件、建物全体の避難計画などが項目として挙げられる。

【前提条件】

・建物の用途、 ・建物の垂直方向規模(階数、高さ)、 ・建物利用者の属性
・エレベーターのバンク計画、台数、 ・階段の個数、配置、等々

➁ 避難に利用するエレベーターの要件
避難利用のエレベーターの要件として考慮すべき主な観点は、次のような項目が挙げられる。第

3章海外調査で結果から得られた知見言及しているように、海外の規格などを参考にしながら、
日本における個別の条件等を加味して具体的な項目整理が必要である。
また、「避難用エレベーターの認証」の制度化についても、今後具体的な検討が求められる。欧
米の動向は今後更に調査が必要である。

【仕様としての側面】：かご、昇降路、乗場、電源（電源容量、二重化）、通信建物側の設備との連携

【運転制御の側面】：避難モードの考え方、
避難階への直行（シャトル）運転等の運転制御方法
出火階避難から非出火階避難への切り替え条件
避難モードから使用停止への切り替え条件

21



【今回の研究成果について、今後の展開】 ＜続き＞

③ エレベーター利用避難の方法(計画)、訓練

エレベーター利用避難の方法（計画）、訓練に関して考慮すべき主な観点は、次のような項目
が挙げられる。個々の対策については、要求事項を満足していても、それらが組み合わされた時に
総合的に有効に機能する計画となっているかを検証する必要がある。

【エレベーター利用避難の方法（計画）に関する事項】

・エレベーター利用避難の方針、 ・使用するエレベーターの種類、台数、 ・エレベーター利用の対象者、

・サイネージ計画（状況表示、誘導への活用等）、等々

【エレベーター利用避難の避難訓練】

・出火階、出火直上階、出火階よりも上の非出火階の避難

・参加者；階段避難可能者、階段避難困難者、その他（高齢者、妊婦、乳幼児等）

・エレベーター以外の対策機器の動作有無（防火区画、排煙、サイネージ等）

また、設計段階での避難の基本方針が、竣工後の運用段階に継承されていない現実、継承さ
れにくいという課題も、聞き取り調査等においても見られたことから、設計図書と消防計画との相
互関連性をさらに緊密にするなどの対策も課題であると言える。

避難訓練においては、階段避難可能者に加えて階段避難困難者にも積極的な訓練参加を促
し、実効性を高めていくことなどが重要である。
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【 製品化、システム運用、制度化など、広く実用するための課題 】

本研究の最終目標は、災害時のユニバーサルデザイン化を目指して、全ての複数階層を有する建物におい
て、対象者を限定せずに、火災時の避難手段のひとつとしてエレベーターを利用できるようにするものである。

現状では、世界的に見ても依然として「火災時にエレベーターは使用しない」ということが火災避難時の原則、
主流的な考え方となっている。

社会実装を進めるにあたっては、段階(ステップ)を踏み、最終目標に向けて進めていくことが必要となる。
段階を踏みながら、最終目標に向けて進めていくステップの例を次のⅠからⅣに示す。

ステップⅠ 新築の大規模、超高層建物において、階段避難困難者を対象に、非常用エレベーターの活
用したエレベーター利用避難を普及展開する

ステップⅠ’ ステップⅠと併用して、火災初期における乗用エレベーター呼び戻し運転方法の改善により、
建物内で部分的、段階的な呼び戻しの普及展開する

ステップⅡ 新築の大規模建物（低層で大きな階床面積を有する建物も含む）、超高層建物において、
利用者を限定せずに、乗用エレベーターを活用したエレベーター利用避難について、計画、設
計及び評価する枠組みを構築し、ベストプラクティスを社会的に蓄積、周知していき、エレベーター
利用避難の概念の定着化を図る

ステップⅢ 新築の中高層建物（非常用エレベーターの設置義務のない建物）について、小規模な防火
管理体制の中でも実現可能なエレベーター利用避難の手法を構築し、社会への適用拡大を
図る

ステップⅣ 既存建物に対して、実現性の高いエレベーター利用避難の導入（必要に応じて改修手法の構
築）
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【 製品化、システム運用、制度化など、広く実用するための課題 】 ＜続き＞

(1) どこまで、どの手段で避難させるか
近年のわが国の高層建築物の防火安全性を考えた時に、地上までの避難が本当に必須なのか
どうか、水平避難、下階への避難等の部分避難、一時避難と合わせて検討を進める必要性が
ある。すなわち、従来の「階避難」、「全館避難」という一律的な取扱いから、建物の個別性も加
味して「どこまで、どの手段で避難させるか」という点を明示しながら避難計画、避難誘導計画を
検討するというスキームを定着させることが重要である。

(２) 公的な文書、規格等による措置、金銭的な助成制度の促進策等
本研究からは、今後検討を進めるべき技術的要件に加えて、エレベーター利用避難に係る法令、
公的な文書、規格等による措置、金銭的な助成制度による促進策などが、エレベーター利用避
難をより一層普及するために望まれているものと考えられる。

(３) 好事例の社会的なアピール
現在木質建築物などサステナブルな建築物の普及拡大などを目的として「サステナブル建築物
等先導事業」などが実施されている。
エレベーター利用避難に関しても、こうした「先導的事業」の枠組みなどを活用し、先進事例、ベ
ストプラクティスの知見蓄積と発信を促すことも有効であると考えられる。
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